
　●新庁舎の整備に伴う移転のお知らせ（７月中旬から）

問�・水道料金に関すること
　　水道サービスセンター　☎（582）1144
　・上下水道事業所に関すること
　　経営総務課　☎（582）1136　5（582）5780
　　施設工務課　☎（582）1128　5（582）5780
　・新庁舎に関すること
　　庁舎整備推進室　☎（584）5926　5（582）0539

　新庁舎の工事着手にあたり、
既存施設を解体する必要があ
ることから、庁舎南棟にある上
下水道事業所（水道サービス
センター）を、新館１階に移転
します。
　また、この移転に伴い、新館
１階の一部を左図のように配
置換えします。

・上下水道事業所
　（水道サービスセンター）
現在の場所 南棟1階

移転先
新館1階

(市民協働課および
国保年金課 横)

移転後の
業務開始日 7月26日(月)

・生活支援相談課
　（消費生活センター）

現在の場所
新館1階

(市民協働課および
国保年金課 横)

移転先
新館1階

(健康福祉政策課と
国保年金課の間)

移転後の
業務開始日 7月19日(月)
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令和３年９月から 12 月まで

　9月から新庁舎整備に係る工事がスタートし、庁舎南棟（現�上下水道事業所）などの解体工事に取りかかります。
解体工事中は来庁者用駐車場が下記のとおり変更となり、駐車場の混雑が予想されますので公共交通機関の利用や、
自転車、徒歩でお越しいただくなど、できる限りマイカーでの来庁は避けていただきますようご協力お願いします。
　また、令和4年1月からは、新庁舎の本体工事に着手しますので、改めて「広報もりやま」でお知らせします。

新庁舎『つなぐ、守の舎』整備事業新庁舎『つなぐ、守の舎』整備事業
問�庁舎整備推進室　☎（584）5926　5（582）0539

　●工事開始のお知らせ
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